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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】研磨領域と光透過領域との間からのスラリー漏
れを防止することができ、光学的検知精度に優れる研磨
パッドを製造する方法を提供する。
【解決手段】片面側の幅が他面側の幅より大きい光透過
領域を作製する工程、機械発泡法により気泡分散ウレタ
ン組成物を調製する工程、面材を送り出しつつ又はベル
トコンベア９を移動させつつ、該面材上又はベルトコン
ベア上の所定位置に、幅が大きい面を下側にして前記光
透過領域１０を配置する工程、前記光透過領域を配置し
ていない前記面材上又はベルトコンベア上に前記気泡分
散ウレタン組成物を連続的に吐出する工程、吐出した前
記気泡分散ウレタン組成物上に別の面材又はベルトコン
ベアを積層する工程、厚さを均一に調整しつつ前記気泡
分散ウレタン組成物を硬化させることによりポリウレタ
ン発泡体からなる研磨領域を形成して研磨シートを作製
する工程、前記研磨シートを裁断する工程を含む研磨パ
ッドの製造方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
片面側の幅が他面側の幅より大きい光透過領域を作製する工程、機械発泡法により気泡分
散ウレタン組成物を調製する工程、面材を送り出しつつ又はベルトコンベアを移動させつ
つ、該面材上又はベルトコンベア上の所定位置に、幅が大きい面を下側にして前記光透過
領域を配置する工程、前記光透過領域を配置していない前記面材上又はベルトコンベア上
に前記気泡分散ウレタン組成物を連続的に吐出する工程、吐出した前記気泡分散ウレタン
組成物上に別の面材又はベルトコンベアを積層する工程、厚さを均一に調整しつつ前記気
泡分散ウレタン組成物を硬化させることによりポリウレタン発泡体からなる研磨領域を形
成して研磨シートを作製する工程、及び前記研磨シートを裁断する工程を含む研磨パッド
の製造方法。
【請求項２】
片面側の幅が他面側の幅より大きい光透過領域を作製する工程、機械発泡法により気泡分
散ウレタン組成物を調製する工程、モールド内の所定位置に、幅が大きい面を下側にして
前記光透過領域を配置する工程、前記光透過領域を配置していないモールド内に前記気泡
分散ウレタン組成物を注入する工程、及び前記気泡分散ウレタン組成物を硬化させること
によりポリウレタン発泡体からなる研磨領域を形成して研磨シートを作製する工程を含む
研磨パッドの製造方法。
【請求項３】
前記光透過領域の断面形状が台形である請求項１又は２記載の研磨パッドの製造方法。
【請求項４】
片面側の幅は、他面側の幅の１．１～４倍である請求項１～３のいずれかに記載の研磨パ
ッドの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はレンズ、反射ミラー等の光学材料やシリコンウエハ、ハードディスク用のガラ
ス基板、アルミ基板、及び一般的な金属研磨加工等の高度の表面平坦性を要求される材料
の平坦化加工を安定、かつ高い研磨効率で行うことが可能な研磨パッド及びその製造方法
に関するものである。本発明の研磨パッドは、特にシリコンウエハ並びにその上に酸化物
層、金属層等が形成されたデバイスを、さらにこれらの酸化物層や金属層を積層・形成す
る前に平坦化する工程に好適に使用される。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置を製造する際には、ウエハ表面に導電性膜を形成し、フォトリソグラフィー
、エッチング等をすることにより配線層を形成する形成する工程や、配線層の上に層間絶
縁膜を形成する工程等が行われ、これらの工程によってウエハ表面に金属等の導電体や絶
縁体からなる凹凸が生じる。近年、半導体集積回路の高密度化を目的として配線の微細化
や多層配線化が進んでいるが、これに伴い、ウエハ表面の凹凸を平坦化する技術が重要と
なってきた。
【０００３】
　ウエハ表面の凹凸を平坦化する方法としては、一般的にケミカルメカニカルポリシング
（以下、ＣＭＰという）が採用されている。ＣＭＰは、ウエハの被研磨面を研磨パッドの
研磨面に押し付けた状態で、砥粒が分散されたスラリー状の研磨剤（以下、スラリーとい
う）を用いて研磨する技術である。ＣＭＰで一般的に使用する研磨装置は、例えば、図１
に示すように、研磨パッド１を支持する研磨定盤２と、被研磨材（半導体ウエハ）４を支
持する支持台（ポリシングヘッド）５とウエハの均一加圧を行うためのバッキング材と、
研磨剤の供給機構を備えている。研磨パッド１は、例えば、両面テープで貼り付けること
により、研磨定盤２に装着される。研磨定盤２と支持台５とは、それぞれに支持された研
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磨パッド１と被研磨材４が対向するように配置され、それぞれに回転軸６、７を備えてい
る。また、支持台５側には、被研磨材４を研磨パッド１に押し付けるための加圧機構が設
けてある。
【０００４】
　従来、このような研磨パッドは、１）金型に樹脂材料を流し込んで樹脂ブロックを作製
し、その樹脂ブロックをスライサーでスライスして製造する方法、２) 金型に樹脂材料を
流し込んで押圧することにより、薄いシート状にして製造する方法、３）原料となる樹脂
を溶解し、Ｔダイから押し出し成形して直接シート状にして製造する方法などのバッチ方
式により製造されていた。
【０００５】
　また、バッチ方式の製造方法に起因する硬度や気泡サイズ等のバラツキを防止するため
に、ポリウレタン・ポリウレア研磨シート材を連続的に製造する方法が提案されている（
特許文献１）。詳しくは、ポリウレタン原料と３００μｍ以下の粒子径を有する微粉末や
有機発泡剤を混合して、該混合物を一対の無限軌道面ベルト間に吐出し流延させる。その
後、加熱手段によって該混合物の重合反応を行い、生成したシート状成形物を面ベルトか
ら分離して研磨シート材を得る方法である。
【０００６】
　また、ＣＭＰを行う上で、ウエハ表面の平坦度の判定の問題がある。すなわち、希望の
表面特性や平面状態に到達した時点を検知する必要がある。従来、酸化膜の膜厚や研磨速
度等に関しては、テストウエハを定期的に処理し、結果を確認してから製品となるウエハ
を研磨処理することが行われてきた。
【０００７】
　しかし、この方法では、テストウエハを処理する時間とコストが無駄になり、また、あ
らかじめ加工が全く施されていないテストウエハと製品ウエハでは、ＣＭＰ特有のローデ
ィング効果により、研磨結果が異なり、製品ウエハを実際に加工してみないと、加工結果
の正確な予想が困難である。
【０００８】
　そのため、最近では上記の問題点を解消するために、ＣＭＰプロセス時に、その場で、
希望の表面特性や厚さが得られた時点を検出できる方法が望まれている。このような検知
については、様々な方法が用いられているが、測定精度や非接触測定における空間分解能
の点から、回転定盤内にレーザー光による膜厚モニタ機構を組み込んだ光学的検知方法（
特許文献２、特許文献３）が主流となりつつある。
【０００９】
　前記光学的検知手段とは、具体的には光ビームを窓（光透過領域）を通して研磨パッド
越しにウエハに照射して、その反射によって発生する干渉信号をモニタすることによって
研磨の終点を検知する方法である。
【００１０】
　このような方法では、ウエハの表面層の厚さの変化をモニタして、表面凹凸の近似的な
深さを知ることによって終点が決定される。このような厚さの変化が凹凸の深さに等しく
なった時点で、ＣＭＰプロセスを終了させる。また、このような光学的手段による研磨の
終点検知法およびその方法に用いられる研磨パッドについては様々なものが提案されてき
た。
【００１１】
　例えば、固体で均質な１９０ｎｍから３５００ｎｍの波長光を透過する透明なポリマー
シートを少なくとも一部分に有する研磨パッドが開示されている（特許文献４）。また、
段付の透明プラグが挿入された研磨パッドが開示されている（特許文献５）。また、ポリ
シング面と同一面である透明プラグを有する研磨パッドが開示されている（特許文献６）
。
【００１２】
　一方、スラリーが研磨領域と光透過領域との境界（継ぎ目）から漏れ出さないための提
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案（特許文献７、８）もなされている。
【００１３】
　また、第一の樹脂の棒又はプラグを液状の第二の樹脂の中に配置し、前記第二の樹脂を
硬化させて成形物を作製し、該成形物をスライスして光透過領域と研磨領域が一体化した
研磨パッドを製造する方法が開示されている（特許文献９）。該製造方法によれば、光透
過領域と研磨領域は一体化するため、スラリー漏れをある程度防止することができる。
【００１４】
　しかし、特許文献９の製造方法の場合、第一の樹脂の棒又はプラグを液状の第二の樹脂
の中に配置する際に、両樹脂の界面にボイド（孔）が生じ、該ボイドからスラリー漏れが
起こることがあった。また、特許文献９の方法は、長尺状の研磨パッドを作製する場合に
は採用することができない。
【００１５】
【特許文献１】特開２００４－１６９０３８号公報
【特許文献２】米国特許第５０６９００２号明細書
【特許文献３】米国特許第５０８１４２１号明細書
【特許文献４】特表平１１－５１２９７７号公報
【特許文献５】特開平９－７９８５号公報
【特許文献６】特開平１０－８３９７７号公報
【特許文献７】特開２００１－２９１６８６号公報
【特許文献８】特表２００３－５１０８２６号公報
【特許文献９】特開２００５－２１０１４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、研磨領域と光透過領域との間からのスラリー漏れを防止することができ、光
学的検知精度に優れる研磨パッドを製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す研磨パッドの
製造方法により上記目的を達成できることを見出し本発明を完成するに至った。
【００１８】
　すなわち、第１の本発明の研磨パッドの製造方法は、片面側の幅が他面側の幅より大き
い光透過領域を作製する工程、機械発泡法により気泡分散ウレタン組成物を調製する工程
、面材を送り出しつつ又はベルトコンベアを移動させつつ、該面材上又はベルトコンベア
上の所定位置に、幅が大きい面を下側にして前記光透過領域を配置する工程、前記光透過
領域を配置していない前記面材上又はベルトコンベア上に前記気泡分散ウレタン組成物を
連続的に吐出する工程、吐出した前記気泡分散ウレタン組成物上に別の面材又はベルトコ
ンベアを積層する工程、厚さを均一に調整しつつ前記気泡分散ウレタン組成物を硬化させ
ることによりポリウレタン発泡体からなる研磨領域を形成して研磨シートを作製する工程
、及び前記研磨シートを裁断する工程を含む。
【００１９】
　また、第２の本発明の研磨パッドの製造方法は、片面側の幅が他面側の幅より大きい光
透過領域を作製する工程、機械発泡法により気泡分散ウレタン組成物を調製する工程、モ
ールド内の所定位置に、幅が大きい面を下側にして前記光透過領域を配置する工程、前記
光透過領域を配置していないモールド内に前記気泡分散ウレタン組成物を注入する工程、
及び前記気泡分散ウレタン組成物を硬化させることによりポリウレタン発泡体からなる研
磨領域を形成して研磨シートを作製する工程を含む。
【００２０】
　上記製造方法によると、片面側の幅が他面側の幅より大きい光透過領域を用い、幅が大
きい面を下側にして前記光透過領域を配置することにより、該光透過領域の両側又は周囲
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に気泡分散ウレタン組成物を吐出する際に、気泡分散ウレタン組成物が光透過領域の斜面
に沿って順次充填されていくため、空気をかみ込みにくく、ボイドの発生を効果的に防止
することができる。本発明の研磨パッドは、研磨領域と光透過領域との界面にボイドがな
く、両領域の密着性が非常に高いため研磨領域と光透過領域との間からのスラリー漏れを
効果的に防止することができる。
【００２１】
　前記光透過領域の断面形状は台形であることが好ましい。また、短冊状の光透過領域の
場合、幅方向及び長さ方向のいずれの断面形状も台形であることが好ましい。
【００２２】
　片面側の幅は、他面側の幅の１．１～４倍であることが好ましい。片面側の幅が他面側
の幅の１．１倍未満の場合には、光透過領域の側面の傾斜がきつくなり、垂直面に近くな
るため気泡分散ウレタン組成物を吐出する際に空気をかみ込みやすくなり、その結果ボイ
ドが発生しやすくなる。一方、４倍を超える場合には、光透過領域の体積が大きくなるた
め研磨パッドの剛性が低くなり、平坦化特性等の研磨特性に悪影響を与える傾向にある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明における研磨領域は、微細気泡を有するポリウレタン発泡体からなり、気泡分散
ウレタン組成物を硬化させることにより形成することができる。ポリウレタンは耐摩耗性
に優れ、原料組成を種々変えることにより所望の物性を有するポリマーを容易に得ること
ができるため、研磨領域の形成材料として好ましい材料である。
【００２４】
　前記ポリウレタンは、イソシアネート成分、ポリオール成分（高分子量ポリオール、低
分子量ポリオール）、及び鎖延長剤等を原料とする。
【００２５】
　イソシアネート成分としては、ポリウレタンの分野において公知の化合物を特に限定な
く使用できる。イソシアネート成分としては、２，４－トルエンジイソシアネート、２，
６－トルエンジイソシアネート、２，２’－ジフェニルメタンジイソシアネート、２，４
’－ジフェニルメタンジイソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート
、１，５－ナフタレンジイソシアネート、ｐ－フェニレンジイソシアネート、ｍ－フェニ
レンジイソシアネート、ｐ－キシリレンジイソシアネート、ｍ－キシリレンジイソシアネ
ート等の芳香族ジイソシアネート、エチレンジイソシアネート、２，２，４－トリメチル
ヘキサメチレンジイソシアネート、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート等の脂肪族
ジイソシアネート、１，４－シクロヘキサンジイソシアネート、４，４’－ジシクロへキ
シルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ノルボルナンジイソシアネ
ート等の脂環式ジイソシアネートが挙げられる。これらは１種で用いても、２種以上を混
合しても差し支えない。
【００２６】
　イソシアネート成分としては、上記ジイソシアネート化合物の他に、３官能以上の多官
能ポリイソシアネート化合物も使用可能である。多官能のイソシアネート化合物としては
、デスモジュール－Ｎ（バイエル社製）や商品名デュラネート（旭化成工業社製）として
一連のジイソシアネートアダクト体化合物が市販されている。
【００２７】
　高分子量ポリオールとしては、ポリテトラメチレンエーテルグリコールに代表されるポ
リエーテルポリオール、ポリブチレンアジペートに代表されるポリエステルポリオール、
ポリカプロラクトンポリオール、ポリカプロラクトンのようなポリエステルグリコールと
アルキレンカーボネートとの反応物などで例示されるポリエステルポリカーボネートポリ
オール、エチレンカーボネートを多価アルコールと反応させ、次いで得られた反応混合物
を有機ジカルボン酸と反応させたポリエステルポリカーボネートポリオール、及びポリヒ
ドキシル化合物とアリールカーボネートとのエステル交換反応により得られるポリカーボ
ネートポリオールなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を併用して
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もよい。
【００２８】
　ポリオール成分として上述した高分子量ポリオールの他に、エチレングリコール、１，
２－プロピレングリコール、１，３－プロピレングリコール、１，４－ブタンジオール、
１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、１，４－シクロヘキサンジメタノ
ール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール、１，４－ビス（２－ヒドロキシエトキシ）ベンゼン等の低分子量ポリオールを
併用することが好ましい。エチレンジアミン、トリレンジアミン、ジフェニルメタンジア
ミン、ジエチレントリアミン等の低分子量ポリアミンを用いてもよい。
【００２９】
　ポリオール成分中の高分子量ポリオールと低分子量ポリオールの比は、これらから製造
される研磨領域に要求される特性により決められる。
【００３０】
　ポリウレタン発泡体をプレポリマー法により製造する場合において、プレポリマーの硬
化には鎖延長剤を使用する。鎖延長剤は、少なくとも２個以上の活性水素基を有する有機
化合物であり、活性水素基としては、水酸基、第１級もしくは第２級アミノ基、チオール
基（ＳＨ）等が例示できる。具体的には、４，４’－メチレンビス（ｏ－クロロアニリン
）（ＭＯＣＡ）、２，６－ジクロロ－ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－メチレンビス
（２，３－ジクロロアニリン）、３，５－ビス（メチルチオ）－２，４－トルエンジアミ
ン、３，５－ビス（メチルチオ）－２，６－トルエンジアミン、３，５－ジエチルトルエ
ン－２，４－ジアミン、３，５－ジエチルトルエン－２，６－ジアミン、トリメチレング
リコール－ジ－ｐ－アミノベンゾエート、１，２－ビス（２－アミノフェニルチオ）エタ
ン、４，４’－ジアミノ－３，３’－ジエチル－５，５’－ジメチルジフェニルメタン、
Ｎ，Ｎ’－ジ－ｓｅｃ－ブチル－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、３，３’－ジエ
チル－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、ｍ－キシリレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ－
ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、及びｐ－キシリレ
ンジアミン等に例示されるポリアミン類、あるいは、上述した低分子量ポリオールや低分
子量ポリアミンを挙げることができる。これらは１種で用いても、２種以上を混合しても
差し支えない。
【００３１】
　イソシアネート成分、ポリオール成分、及び鎖延長剤の比は、各々の分子量や研磨領域
の所望物性などにより種々変え得る。所望する研磨特性を有する研磨領域を得るためには
、ポリオール成分と鎖延長剤の合計活性水素基（水酸基＋アミノ基）数に対するイソシア
ネート成分のイソシアネート基数は、０．８０～１．２０であることが好ましく、さらに
好ましくは０．９９～１．１５である。イソシアネート基数が前記範囲外の場合には、硬
化不良が生じて要求される比重及び硬度が得られず、研磨特性が低下する傾向にある。
【００３２】
　ポリウレタン発泡体の製造は、プレポリマー法、ワンショット法のどちらでも可能であ
るが、事前にイソシアネート成分とポリオール成分からイソシアネート末端プレポリマー
を合成しておき、これに鎖延長剤を反応させるプレポリマー法が、得られるポリウレタン
の物理的特性が優れており好適である。
【００３３】
　ポリウレタン発泡体は、イソシアネート基含有化合物を含む第１成分、及び活性水素基
含有化合物を含む第２成分を混合して得られる気泡分散ウレタン組成物を硬化させること
により製造される。プレポリマー法では、イソシアネート末端プレポリマーがイソシアネ
ート基含有化合物となり、鎖延長剤が活性水素基含有化合物となる。ワンショット法では
、イソシアネート成分がイソシアネート基含有化合物となり、鎖延長剤及びポリオール成
分が活性水素基含有化合物となる。
【００３４】
　前記気泡分散ウレタン組成物は機械発泡法（メカニカルフロス法を含む）により調製す
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る。特に、ポリアルキルシロキサンとポリエーテルの共重合体であって活性水素基を有し
ないシリコン系界面活性剤を使用した機械発泡法が好ましい。かかるシリコン系界面活性
剤としては、ＳＨ－１９２、Ｌ－５３４０（東レダウコーニングシリコン社製）等が好適
な化合物として例示される。シリコン系界面活性剤の添加量は、ポリウレタン発泡体中に
０．０５～５重量％であることが好ましい。シリコン系界面活性剤の量が０．０５重量％
未満の場合には、微細気泡の発泡体が得られない傾向にある。一方、５重量％を超える場
合には、シリコン系界面活性剤の可塑効果により高硬度のポリウレタン発泡体を得にくい
傾向にある。
【００３５】
　なお、必要に応じて、酸化防止剤等の安定剤、滑剤、顔料、充填剤、帯電防止剤、その
他の添加剤を加えてもよい。
【００３６】
　気泡分散ウレタン組成物を調製する方法の例について以下に説明する。かかる気泡分散
ウレタン組成物の調製方法は、以下の工程を有する。
１）イソシアネート末端プレポリマーの気泡分散液を作製する発泡工程
　イソシアネート末端プレポリマー（第１成分）にシリコン系界面活性剤を添加し、非反
応性気体の存在下で撹拌し、非反応性気体を微細気泡として分散させて気泡分散液とする
。前記プレポリマーが常温で固体の場合には適宜の温度に予熱し、溶融して使用する。
２）硬化剤（鎖延長剤）混合工程
　上記の気泡分散液に鎖延長剤（第２成分）を添加、混合、撹拌して気泡分散ウレタン組
成物を調製する。
【００３７】
　前記微細気泡を形成するために使用される非反応性気体としては、可燃性でないものが
好ましく、具体的には窒素、酸素、炭酸ガス、ヘリウムやアルゴン等の希ガスやこれらの
混合気体が例示され、乾燥して水分を除去した空気の使用がコスト的にも最も好ましい。
【００３８】
　非反応性気体を微細気泡状にしてシリコン系界面活性剤を含む第１成分に分散させる撹
拌装置としては、公知の撹拌装置は特に限定なく使用可能であり、具体的にはホモジナイ
ザー、ディゾルバー、２軸遊星型ミキサー（プラネタリーミキサー）等が例示される。撹
拌装置の撹拌翼の形状も特に限定されないが、ホイッパー型の撹拌翼の使用にて微細気泡
が得られ好ましい。
【００３９】
　気泡分散ウレタン組成物には、第３級アミン系等の公知のポリウレタン反応を促進する
触媒を添加してもかまわない。触媒の種類及び添加量は、混合工程後、気泡分散ウレタン
組成物をモールドに流し込む流動時間又は面材上等に吐出した後の硬化時間を考慮して選
択する。
【００４０】
　光透過領域は、研磨を行っている状態で高精度の光学終点検知を可能とし、波長３００
～８００ｎｍの全範囲で光透過率が４０％以上であることが好ましく、より好ましくは光
透過率が５０％以上である。
【００４１】
　光透過領域の材料としては、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノー
ル樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、及びアクリル樹脂などの熱硬化性樹脂
；ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース系樹脂、アクリル
樹脂、ポリカーボネート樹脂、ハロゲン系樹脂（ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエ
チレン、ポリフッ化ビニリデンなど）、ポリスチレン、及びオレフィン系樹脂（ポリエチ
レン、ポリプロピレンなど）などの熱可塑性樹脂；紫外線や電子線などの光により硬化す
る光硬化性樹脂、及び感光性樹脂などが挙げられる。これらの樹脂は単独で用いてもよく
、２種以上を併用してもよい。
【００４２】
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　本発明の光透過領域は、片面側の幅が他面側の幅より大きい形状をしていることが必要
であり、その断面形状は特に制限されないが、幅方向における切断面は台形であることが
好ましい。短冊状の光透過領域の場合、幅方向及び長さ方向のいずれの断面形状も台形で
あることが好ましい。
【００４３】
　前記形状の光透過領域は、例えば、押出成形法や注型成形法により作製することができ
る。
【００４４】
　また、前記材料から形成された樹脂シートに対して切削刃を斜めに接触させて切断する
ことにより目的とする形状の光透過領域を作製してもよい。
【００４５】
　また、前記材料から形成された円筒状樹脂ブロック又は円柱状樹脂ブロックを所定形状
の切削刃を用いて切断することにより目的とする形状の光透過領域を作製することができ
る。螺旋状に切断することにより長尺状の光透過領域を作製することができる。
【００４６】
　光透過領域は、長尺状であってもよく、短冊状であってもよく、目的とする研磨パッド
の形状（長尺状、円形状など）に応じて作製する。長尺状の場合、長さは通常５ｍ程度で
あり、好ましく８ｍ以上である。また、光透過領域の高さは研磨領域との関係で適宜調整
可能であるが、通常０．５～３ｍｍ程度であり、好ましくは０．８～２ｍｍである。
【００４７】
　光透過領域の幅は、片面側が通常４～６０ｍｍ程度、好ましくは７～２６ｍｍであり、
他面側が通常３～１５ｍｍ程度、好ましくは６～１３ｍｍである。また、片面側の幅は、
他面側の幅の１．１～４倍であることが好ましく、より好ましくは１．１～２倍である。
【００４８】
　光透過領域の硬度は特に制限されないが、アスカーＤ硬度で３０～６０度であることが
好ましく、より好ましくは３５～５４度である。３０度未満の場合には光透過領域が変形
しやすくなるため安定した光学的終点検出が困難となり、６０度を超える場合には被研磨
材表面にスクラッチが発生しやすくなる傾向にある。
【００４９】
　本発明で使用する面材は特に制限されず、例えば、紙、布、不織布、及び樹脂フィルム
などが挙げられるが、特に耐熱性を有すると共に可とう性を有する樹脂フィルムであるこ
とが好ましい。
【００５０】
　面材を形成する樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポ
リ塩化ビニル、ポリフルオロエチレンなどの含フッ素樹脂、ナイロン、セルロースなどを
挙げることができる。
【００５１】
　面材の厚さは特に制限されないが、強度や巻き取り等の観点から２０～２００μｍ程度
であることが好ましい。また、面材の幅も特に制限されないが、要求される研磨層の大き
さを考慮すると６０～２５０ｃｍ程度であることが好ましい。
【００５２】
　なお、面材の表面には離型処理が施されていることが好ましい。これにより、研磨層を
作製した後に面材の剥離操作を容易に行うことができる。
【００５３】
　以下、本発明の研磨パッドを製造する方法について説明する。図２は、本発明の研磨パ
ッドの製造工程の例を示す概略図である。
【００５４】
　ロールから送り出された面材８はベルトコンベア９上を移動している。なお、面材８を
用いずに、離型処理を施したベルトコンベア９を用いてもよい。まず、面材８又はベルト
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コンベア９の所定位置に光透過領域１０をロール等から送り出すことにより配置する。そ
の際、光透過領域１０は、幅が大きい面を下側にして配置することが必要である。光透過
領域１０は、面材８又はベルトコンベア９の略中央に１つ設けてもよく、所定間隔で２つ
以上設けてもよい。ただし、光透過領域１０の数が多くなりすぎると研磨に関与する研磨
領域の面積が相対的に小さくなるため研磨特性の観点から好ましくない。したがって、例
えば、幅が６０～１００ｃｍ程度の面材８又はベルトコンベア９を使用する場合、光透過
領域１０の数は１～３つであることが好ましい。また、長尺状の光透過領域１０は、図２
に示すように連続的に配置され、短冊状の光透過領域を用いる場合は、間欠的に配置され
る。
【００５５】
　その後、光透過領域１０を配置していない面材８上又はベルトコンベア９上に前記気泡
分散ウレタン組成物１１をミキシングヘッド１２の吐出ノズルから連続的に吐出する。面
材８又はベルトコンベア９の移動速度や気泡分散ウレタン組成物１１の吐出量は、研磨層
の厚さを考慮して適宜調整する。
【００５６】
　その後、吐出した前記気泡分散ウレタン組成物１１上に面材１３又はベルトコンベア（
図示せず）を積層し、厚さを均一に調整しつつ気泡分散ウレタン組成物１１を硬化させる
ことによりポリウレタン発泡体からなる研磨領域を形成して長尺研磨シートを得る。厚さ
を均一に調整する手段としては、例えば、ニップロール、コーターロールなどのロール１
４、ドクターブレードなどが挙げられる。また、気泡分散ウレタン組成物１１の硬化は、
例えば、厚さを均一に調整した後に、ベルトコンベア上に設けられた加熱オーブン（図示
せず）内を通過させることにより行われる。加熱温度は４０～１００℃程度であり、加熱
時間は５～１０分程度である。流動しなくなるまで反応した気泡分散ウレタン組成物１１
を加熱、ポストキュアすることは、ポリウレタン発泡体の物理的特性を向上させる効果が
ある。
【００５７】
　得られた長尺研磨シートは、例えば、裁断機により数メートルの反物状に裁断される。
長さは使用する研磨装置に応じて適宜調整されるが、通常５～１０ｍ程度である。その後
、ポストキュア及び面材を剥離する工程などを経て長尺研磨層が作製される。なお、面材
を剥離する前にポストキュアしてもよく、面材を剥離した後にポストキュアしてもよいが
、通常面材と研磨シートとは熱収縮率が異なるため、研磨シートの変形を防止する観点か
ら面材を剥離した後にポストキュアすることが好ましい。ポストキュア後、長さを調整す
るため及び厚みを均一にするために長尺研磨シートの端部を裁断除去してもよい。さらに
、長尺研磨シートは、研磨表面に凹凸構造を形成する工程等を経て長尺研磨層となる。
【００５８】
　また、得られた長尺研磨シートを、例えば、裁断機により所望の形状（例えば、円形、
正方形、矩形など）よりやや大きい形状で１次裁断し、その後、ポストキュア及び面材を
剥離する工程などを経て研磨シートを作製してもよい。裁断する際には、光透過領域が研
磨シートの所定位置に配置されるように裁断する。なお、面材を剥離する前にポストキュ
アしてもよく、面材を剥離した後にポストキュアしてもよいが、通常面材と研磨シートと
は熱収縮率が異なるため、研磨シートの変形を防止する観点から面材を剥離した後にポス
トキュアすることが好ましい。ポストキュア後、研磨シートは、所望の形状に合わせて２
次裁断される。円形に裁断する場合、直径は５０～２００ｃｍ程度であり、好ましくは５
０～１００ｃｍである。その後、研磨シートは、研磨表面に凹凸構造を形成する工程等を
経て研磨層となる。
【００５９】
　また、本発明の研磨パッドを製造する他の方法について説明する。図３は、本発明の研
磨パッドの製造工程の例を示す概略図である。
【００６０】
　まず、モールド１５内の所定位置に光透過領域１０を配置する。その際、光透過領域１
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０は、幅が大きい面を下側にして配置することが必要である。モールド１５の形状は特に
制限されず、円形であってもよく矩形であってもよい。モールド１５の大きさは要求され
る研磨層の大きさを考慮して適宜設定できるが、円形の場合には通常直径が５０～２００
ｃｍ程度であり、好ましくは５０～１００ｃｍである。また、モールド１５の高さは特に
制限されないが、要求される研磨領域の厚さ及びキャスト時のオーバーフロー防止の観点
から１０～６０ｍｍ程度であることが好ましい。
【００６１】
　その後、モールド１５内に前記気泡分散ウレタン組成物１１を流し込み、該気泡分散ウ
レタン組成物１１を硬化させることによりポリウレタン発泡体からなる研磨領域を形成し
て研磨シートを得る。気泡分散ウレタン組成物１１の吐出量は、光透過領域１０の厚さ、
及び研磨領域の厚さを考慮して適宜調整する。
【００６２】
　気泡分散ウレタン組成物１１の硬化は、例えば、厚さを均一に調整した後に、モールド
を加熱オーブン内に搬入して行われる。加熱温度は４０～１００℃程度であり、加熱時間
は５～１０分程度である。
【００６３】
　得られた研磨シートは、ポストキュアを行ったり、使用する研磨装置に応じて大きさを
適宜調整してもよい。さらに、研磨シートは、研磨表面に凹凸構造を形成する工程等を経
て研磨層となる。
【００６４】
　前記ポリウレタン発泡体の平均気泡径は、３０～８０μｍであることが好ましく、より
好ましくは３０～６０μｍである。この範囲から逸脱する場合は、研磨速度が低下したり
、研磨後の被研磨材（ウエハ）のプラナリティ（平坦性）が低下する傾向にある。
【００６５】
　研磨層の厚みは特に限定されるものではないが、通常０．８～４ｍｍ程度であり、１．
２～２．５ｍｍであることが好ましい。
【００６６】
　また、研磨層の比重は、０．５～１．０であることが好ましい。比重が０．５未満の場
合、研磨層の表面の強度が低下し、被研磨材のプラナリティ（平坦性）が悪化する傾向に
ある。一方、１．０より大きい場合は、研磨層表面での微細気泡の数が少なくなり、平坦
化特性は良好であるが、研磨速度が悪化する傾向にある。
【００６７】
　また、研磨層の硬度は、アスカーＤ硬度計にて、４５～６５度であることが好ましい。
Ｄ硬度が４５度未満の場合、被研磨材のプラナリティ（平坦性）が悪化する傾向にある。
一方、６５度より大きい場合は、プラナリティは良好であるが、被研磨材のユニフォーミ
ティ（均一性）が悪化する傾向にある。
【００６８】
　また、研磨層の厚みバラツキは１００μｍ以下であることが好ましい。厚みバラツキが
１００μｍを越えるものは、研磨層に大きなうねりを持ったものとなり、被研磨材に対す
る接触状態が異なる部分ができ、研磨特性に悪影響を与える。また、研磨層の厚みバラツ
キを解消するため、一般的には、研磨初期に研磨層表面をダイヤモンド砥粒を電着、融着
させたドレッサーを用いてドレッシングするが、上記範囲を超えたものは、ドレッシング
時間が長くなり、生産効率を低下させるものとなる。
【００６９】
　研磨層の厚みバラツキを抑える方法としては、研磨層の表面をバフ機でバフィングする
方法が挙げられる。なお、バフィングする際には、粒度などが異なる研磨材で段階的に行
うことが好ましい。
【００７０】
　本発明の研磨層において、被研磨材（ウエハ）と接触する研磨表面は、スラリーを保持
・更新するための凹凸構造を有することが好ましい。発泡体からなる研磨層は、研磨表面
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に多くの開口を有し、スラリーを保持・更新する働きを持っているが、研磨表面に凹凸構
造を形成することにより、スラリーの保持と更新をさらに効率よく行うことができ、また
被研磨材との吸着による被研磨材の破壊を防ぐことができる。凹凸構造は、スラリーを保
持・更新する形状であれば特に限定されるものではなく、例えば、ＸＹ格子溝、同心円状
溝、貫通孔、貫通していない穴、多角柱、円柱、螺旋状溝、偏心円状溝、放射状溝、及び
これらの溝を組み合わせたものが挙げられる。また、これらの凹凸構造は規則性のあるも
のが一般的であるが、スラリーの保持・更新性を望ましいものにするため、ある範囲ごと
に溝ピッチ、溝幅、溝深さ等を変化させることも可能である。
【００７１】
　凹凸構造は、作製した研磨シートのどちらの面に形成してもよいが、光透過領域１０の
幅が小さい面側に形成することが好ましい。研磨効率を考慮すると、実質的に研磨に関与
する研磨領域の面積がより大きい方の面に凹凸構造を形成することが好ましいからである
。
【００７２】
　凹凸構造の作製方法は特に限定されるものではないが、例えば、所定サイズのバイトの
ような治具を用いて機械切削する方法、所定の表面形状を有したプレス板で樹脂をプレス
する方法、及び炭酸ガスレーザーなどを用いたレーザー光による作製方法などが挙げられ
る。
【００７３】
　本発明の研磨パッドは、（長尺）研磨層のみであってもよく、（長尺）研磨層と他の層
（例えばクッション層、透明支持フィルムなど）との積層体であってもよい。
【００７４】
　前記クッション層は、研磨層の特性を補うものである。クッション層は、ＣＭＰにおい
て、トレードオフの関係にあるプラナリティとユニフォーミティの両者を両立させるため
に必要なものである。プラナリティとは、パターン形成時に発生する微小凹凸のあるウエ
ハを研磨した時のパターン部の平坦性をいい、ユニフォーミティとは、ウエハ全体の均一
性をいう。発泡体シートの特性によって、プラナリティを改善し、クッション層の特性に
よってユニフォーミティを改善する。本発明の研磨パッドにおいては、クッション層は研
磨領域より柔らかいものを用いることが好ましい。
【００７５】
　クッション層としては、例えば、ポリエステル不織布、ナイロン不織布、アクリル不織
布などの繊維不織布やポリウレタンを含浸したポリエステル不織布のような樹脂含浸不織
布、ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォームなどの高分子樹脂発泡体、ブタジエン
ゴム、イソプレンゴムなどのゴム性樹脂、感光性樹脂などが挙げられる。
【００７６】
　前記研磨層とクッション層とを貼り合わせる手段としては、例えば、研磨層とクッショ
ン層とを両面テープで挟みプレスする方法が挙げられる。なお、光透過領域に対応する部
分にはクッション層を設けないことが好ましい。
【００７７】
　両面テープは、不織布やフィルム等の基材の両面に接着層を設けた一般的な構成を有す
るものである。クッション層へのスラリーの浸透等を防ぐことを考慮すると、基材にフィ
ルムを用いることが好ましい。また、接着層の組成としては、例えば、ゴム系接着剤やア
クリル系接着剤等が挙げられる。金属イオンの含有量を考慮すると、アクリル系接着剤は
、金属イオン含有量が少ないため好ましい。
【００７８】
　透明支持フィルムは、透明性が高く、耐熱性を有すると共に可とう性を有する樹脂フィ
ルムであることが好ましい。該樹脂フィルムの材料としては、例えば、ポリエステル；ポ
リエチレン；ポリプロピレン；ポリスチレン；ポリイミド；ポリビニルアルコール；ポリ
塩化ビニル；ポリフルオロエチレンなどの含フッ素樹脂；ナイロン；セルロース；ポリカ
ーボネートなどの汎用エンジニアリングプラスチック；ポリエーテルイミド、ポリエーテ
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ルエーテルケトン、及びポリエーテルスルホンなどの特殊エンジニアリングプラスチック
などを挙げることができる。
【００７９】
　透明支持フィルムの厚さは特に制限されないが、強度や巻き取り等の観点から２０～２
００μｍ程度であることが好ましい。また、長尺研磨パッドを作製する場合、透明支持フ
ィルムの長さは要求される長尺研磨層の長さに合わせて適宜設定できるが、リード部分（
前後各２ｍ程度）が必要なため通常１０～１５ｍ程度である。
【００８０】
　前記研磨層と透明支持フィルムとを貼り合わせる手段としては、例えば、研磨層と透明
支持フィルムとを両面テープで挟みプレスする方法が挙げられる。また、長尺研磨シート
の作製時に、面材の変わりに透明支持フィルムを用いて積層体を作製してもよい。また、
研磨シートの作製時に、モールド１５内に予め透明支持フィルムを設けておくことにより
積層体を作製してもよい。
【００８１】
　本発明の研磨パッドは、プラテンと接着する面に両面テープが設けられていてもよい。
該両面テープとしては、上述と同様に基材の両面に接着層を設けた一般的な構成を有する
ものを用いることができる。基材としては、例えば不織布やフィルム等が挙げられる。研
磨パッドの使用後のプラテンからの剥離を考慮すれば、基材にフィルムを用いることが好
ましい。また、接着層の組成としては、例えば、ゴム系接着剤やアクリル系接着剤等が挙
げられる。金属イオンの含有量を考慮すると、アクリル系接着剤は、金属イオン含有量が
少ないため好ましい。
【００８２】
　半導体デバイスは、前記長尺研磨パッドを用いて半導体ウエハの表面を研磨する工程を
経て製造される。半導体ウエハとは、一般にシリコンウエハ上に配線金属及び酸化膜を積
層したものである。半導体ウエハの研磨方法、研磨装置は特に制限されず、例えば、下記
方法により研磨される。
【００８３】
　図４は、ウェブ型の研磨装置を用いて半導体ウエハを研磨する方法を示す概略図である
。最初に長尺研磨パッド１６は主に供給ロール１７ａに巻きつけられている。そして、多
数の半導体ウエハ４が研磨されると使用済領域の研磨パッドは、回収ロール１７ｂによっ
て巻き取られ、それに伴い未使用領域の研磨パッドが供給ロール１７ａから送り出される
。
【００８４】
　図５は、直線型の研磨装置を用いて半導体ウエハを研磨する方法を示す概略図である。
長尺研磨パッド１６は、ロール１８の周りを回転するようにベルト状に配置されている。
そして、直線的に動いている研磨パッド上で半導体ウエハ４が次々に研磨される。
【００８５】
　図６は、往復型の研磨装置を用いて半導体ウエハを研磨する方法を示す概略図である。
長尺研磨パッド１６は、ロール１８間を往復するようにベルト状に配置されている。そし
て、左右に往復運動している研磨パッド上で半導体ウエハ４が次々に研磨される。
【００８６】
　なお、図中には示していないが、通常上記研磨装置は、長尺研磨パッドを支持する研磨
定盤（プラテン）、半導体ウエハを支持する支持台（ポリシングヘッド）、ウエハへの均
一加圧を行うためのバッキング材、及び研磨剤（スラリー）の供給機構を備えている。研
磨定盤と支持台とは、それぞれに支持された長尺研磨パッドと半導体ウエハとが対向する
ように配置され、支持台は回転軸を備えている。研磨に際しては、支持台を回転させつつ
半導体ウエハを長尺研磨パッドに押し付け、スラリーを供給しながら研磨を行う。スラリ
ーの流量、研磨荷重、及びウエハ回転数などは特に制限されず、適宜調整して行われる。
【００８７】
　また、半導体デバイスは、前記研磨パッドを用いて半導体ウエハの表面を研磨する工程
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を経て製造される。例えば、図１に示すように、研磨パッド１を支持する研磨定盤２と、
半導体ウエハ４を支持する支持台（ポリシングヘッド）５とウエハへの均一加圧を行うた
めのバッキング材と、研磨剤３の供給機構を備えた研磨装置などを用いて行われる。研磨
パッド１は、例えば、両面テープで貼り付けることにより、研磨定盤２に装着される。研
磨定盤２と支持台５とは、それぞれに支持された研磨パッド１と半導体ウエハ４が対向す
るように配置され、それぞれに回転軸６、７を備えている。また、支持台５側には、半導
体ウエハ４を研磨パッド１に押し付けるための加圧機構が設けてある。研磨に際しては、
研磨定盤２と支持台５とを回転させつつ半導体ウエハ４を研磨パッド１に押し付け、スラ
リーを供給しながら研磨を行う。スラリーの流量、研磨荷重、研磨定盤回転数、及びウエ
ハ回転数は特に制限されず、適宜調整して行う。
【００８８】
　これにより半導体ウエハ４の表面の突出した部分が除去されて平坦状に研磨される。そ
の後、ダイシング、ボンディング、パッケージング等することにより半導体デバイスが製
造される。半導体デバイスは、演算処理装置やメモリー等に用いられる。
【実施例】
【００８９】
　以下、本発明を実施例を上げて説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるもので
はない。
【００９０】
　〔ボイド数（個／５ｍ）の測定〕
　作製した長尺研磨パッドの研磨領域と光透過領域との界面におけるボイド数を目視にて
数えた。直径０．５ｍｍ以上の孔をボイドとした。
【００９１】
　〔平坦性の評価〕
　研磨装置としてＳＰＰ６００Ｓ（岡本工作機械社製）を用い、作製した研磨パッドを用
いて、平坦性の評価を行った。平坦性の評価は、８インチシリコンウエハに熱酸化膜を０
．５μｍ堆積させた後、Ｌ／Ｓ（ライン・アンド・スペース）＝２７０μｍ／３０μｍ及
び、Ｌ／Ｓ＝３０μｍ／２７０μｍのパターンニングを行い、さらに酸化膜（ＴＥＯＳ）
を１μｍ堆積させて、初期段差０．５μｍのパターン付きウエハを製作した。このウエハ
を下記研磨条件にて研磨を行って、グローバル段差が２０００Å以下になる時の、２７０
μｍスペースの底部分の削れ量を測定することで評価した。平坦性は削れ量の値が小さい
ほど優れていると言える。酸化膜の膜厚測定には、干渉式膜厚測定装置（大塚電子社製）
を用いた。研磨条件としては、スラリーとして、シリカスラリー（ＳＳ１２　キャボット
社製）を研磨中に流量１５０ｍｌ／ｍｉｎ添加した。研磨荷重としては３５０ｇ／ｃｍ２

、研磨定盤回転数３５ｒｐｍ、ウエハ回転数３０ｒｐｍとした。
【００９２】
　〔水漏れ評価〕
　研磨装置としてＳＰＰ６００Ｓ（岡本工作機械社製）を用い、作製した研磨パッドを用
いて、水漏れ評価を行った。８インチのダミーウエハを研磨して、所定時間ごとに光透過
領域の裏面側に水漏れがあるかどうかを目視にて観察し、下記基準で水漏れ評価をした。
評価結果を表１に示す。研磨条件としては、スラリーとしてシリカスラリー（ＳＳ１２、
キャボット社製）を研磨中に流量１５０ｍｌ／ｍｉｎにて添加し、研磨荷重３５０ｇ／ｃ
ｍ２、研磨定盤回転数３５ｒｐｍ、及びウエハ回転数３０ｒｐｍとした。また、ウエハの
研磨は、♯１００ドレッサーを用いて研磨パッド表面のドレッシングを行いながら実施し
た。ドレッシング条件は、ドレス荷重８０ｇ／ｃｍ２、ドレッサー回転数３５ｒｐｍとし
た。
○：光透過領域の裏面側にスラリー漏れは全く認められない。
×：光透過領域の裏面側にスラリー漏れが認められる。
【００９３】
　製造例
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　トルエンジイソシアネート（２，４－体／２，６－体＝８０／２０の混合物）３２重量
部、４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート８重量部、ポリテトラメチレン
グリコール（数平均分子量：１００６）５４重量部、及びジエチレングリコール６重量部
を混合し、８０℃で１２０分間加熱撹拌してイソシアネート末端プレポリマー（イソシア
ネート当量：２．１ｍｅｑ／ｇ）を作製した。該イソシアネート末端プレポリマー１００
重量部、シリコン系界面活性剤（東レ・ダウシリコーン社製、ＳＨ－１９２）３重量部を
混合して８０℃に温度調節した混合物Ａを調製した。該混合物Ａ８０重量部、及び１２０
℃で溶融した４，４’－メチレンビス（ｏ－クロロアニリン）（イハラケミカル社製、イ
ハラキュアミンＭＴ）２０重量部を混合チャンバー内で混合し、同時に空気を混合物中に
機械的に撹拌することにより分散させて気泡分散ウレタン組成物を調製した。
【００９４】
　実施例１
　容器に１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート７７０重量部、及び１，３－ブタンジ
オール２３０重量部を入れ、８０℃で１２０分間加熱撹拌してイソシアネート末端プレポ
リマーを作製した。また、数平均分子量６５０のポリテトラメチレングリコール２９重量
部、トリメチロールプロパン１３重量部、及び触媒（花王製、Ｋａｏ　Ｎｏ．２５）０．
４３重量部を８０℃にて混合撹拌して混合液を得た。その後、８０℃に温度調節した混合
液に前記イソシアネート末端プレポリマー１００重量部を加え、ハイブリッドミキサー（
キーエンス社製）で十分に撹拌し、その後脱泡した。この反応液を離型処理したモールド
（片面側の幅１２．２ｍｍ、他面側の幅９．８ｍｍ）上に滴下し、その上に離型処理した
ＰＥＴフィルムを被せ、ニップロールにて厚みを調整した。その後、該モールドを１００
℃のオーブンに入れ、１６時間ポストキュアを行って、幅方向における断面形状が台形の
長尺光透過領域Ａを作製した。その後、長尺光透過領域Ａの両面をバフがけして、片面側
の幅を１２ｍｍ、他面側の幅を１０ｍｍに調整した。片面側の幅は、他面側の幅の１．２
倍である。
【００９５】
　ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）からなる面材（厚さ５０μｍ、幅１００ｃｍ）
を送り出しつつ、該面材の中央部に前記長尺光透過領域Ａを幅が大きい面を下側にして配
置した。その後、長尺光透過領域Ａを配置していない面材上に前記気泡分散ウレタン組成
物を連続的に吐出した。そして、ＰＥＴからなる別の面材（厚さ５０μｍ、幅１００ｃｍ
）で気泡分散ウレタン組成物を覆い、ニップロールを用いて厚さを均一に調整した。その
後、８０℃に加熱することにより該組成物を硬化させてポリウレタン発泡体からなる長尺
研磨領域を形成して長尺研磨シートを得た。その後、該長尺研磨シートを７ｍの長さで裁
断し、面材を剥離し、１１０℃で６時間ポストキュアした。次に、バフ機（アミテック社
製）を使用して該長尺研磨シートの表面をバフ処理し、厚みを１．２７ｍｍに整えた。そ
して、該長尺研磨シートの研磨表面に溝加工機（東邦鋼機社製）を用いて溝加工を施して
長尺研磨パッドを作製した。
【００９６】
　実施例２
　実施例１記載の反応液を離型処理したモールド（片面側の幅１８．６ｍｍ、他面側の幅
９．４ｍｍ）上に滴下し、その上に離型処理したＰＥＴフィルムを被せ、ニップロールに
て厚みを調整した。その後、該モールドを１００℃のオーブンに入れ、１６時間ポストキ
ュアを行って、幅方向における断面形状が台形の長尺光透過領域Ｂを作製した。その後、
長尺光透過領域Ｂの両面をバフがけして、片面側の幅を１８ｍｍ、他面側の幅を１０ｍｍ
に調整した。片面側の幅は、他面側の幅の１．８倍である。
【００９７】
　長尺光透過領域Ａの代わりに長尺光透過領域Ｂを用いた以外は実施例１と同様の方法で
長尺研磨パッドを作製した。
【００９８】
　実施例３
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　実施例１記載の反応液を離型処理したモールド（片面側の幅２６．２ｍｍ、他面側の幅
８．８ｍｍ）上に滴下し、その上に離型処理したＰＥＴフィルムを被せ、ニップロールに
て厚みを調整した。その後、該モールドを１００℃のオーブンに入れ、１６時間ポストキ
ュアを行って、幅方向における断面形状が台形の長尺光透過領域Ｃを作製した。その後、
長尺光透過領域Ｃの両面をバフがけして、片面側の幅を２５ｍｍ、他面側の幅を１０ｍｍ
に調整した。片面側の幅は、他面側の幅の２．５倍である。
【００９９】
　長尺光透過領域Ａの代わりに長尺光透過領域Ｃを用いた以外は実施例１と同様の方法で
長尺研磨パッドを作製した。
【０１００】
　比較例１
　実施例１記載の反応液を離型処理したモールド（片面側の幅１０ｍｍ、他面側の幅１０
ｍｍ）上に滴下し、その上に離型処理したＰＥＴフィルムを被せ、ニップロールにて厚み
を調整した。その後、該モールドを１００℃のオーブンに入れ、１６時間ポストキュアを
行って、幅方向における断面形状が台形の長尺光透過領域Ｄを作製した。他面側の幅は、
片面側の幅の１倍である。
【０１０１】
　長尺光透過領域Ａの代わりに長尺光透過領域Ｄを用いた以外は実施例１と同様の方法で
長尺研磨パッドを作製した。
【０１０２】
【表１】

　表１から明らかなように、実施例１～３の研磨パッドは、研磨領域と光透過領域との界
面にボイドがほとんどなく、両領域の密着性が非常に高いため研磨領域と光透過領域との
間からのスラリー漏れを効果的に防止できることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】ＣＭＰ研磨で使用する研磨装置の一例を示す概略構成図
【図２】本発明の長尺研磨シートの製造工程の例を示す概略図
【図３】本発明の研磨シートの製造工程の例を示す概略図
【図４】ウェブ型の研磨装置を用いて半導体ウエハを研磨する方法を示す概略図
【図５】直線型の研磨装置を用いて半導体ウエハを研磨する方法を示す概略図
【図６】往復型の研磨装置を用いて半導体ウエハを研磨する方法を示す概略図
【符号の説明】
【０１０４】
１：研磨パッド
２：研磨定盤
３：研磨剤（スラリー）
４：被研磨材（半導体ウエハ）
５：支持台（ポリシングヘッド）
６、７：回転軸
８、１３：面材
９：ベルトコンベア
１０：光透過領域
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１１：気泡分散ウレタン組成物
１２：ミキシングヘッド
１４：ロール
１５：モールド
１６：長尺研磨パッド
１７ａ：供給ロール
１７ｂ：回収ロール
１８：ロール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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